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(57)【要約】
【課題】アドレスイベントの有無を検出する固体撮像素
子において、画素の微細化を容易にする。
【解決手段】固体撮像素子は、複数の検出画素と検出回
路とを具備する。複数の検出画素と検出回路とを具備す
る固体撮像素子において、複数の検出画素の各々は、光
電流の対数値に応じた電圧信号を生成する。また、複数
の検出画素と検出回路とを具備する固体撮像素子におい
て、検出回路は、複数の検出画素のうち、入力された選
択信号の示す検出画素の電圧信号の変化量が所定の閾値
を超えたか否かを検出する。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電流の対数値に応じた電圧信号を各々が生成する複数の検出画素と、
　前記複数の検出画素のうち、入力された選択信号の示す検出画素の前記電圧信号の変化
量が所定の閾値を超えたか否かを検出する検出回路と
を具備する固体撮像素子。
【請求項２】
　前記検出回路は、
　前記複数の検出画素のそれぞれの前記電圧信号のいずれかを選択する選択部と、
　前記選択された電圧信号の変化量を求めて出力する微分器と、
　前記出力された変化量と前記閾値とを比較する比較部と
を具備する請求項１記載の固体撮像素子。
【請求項３】
　前記微分器は、前記選択された変化量を保持して前記比較部に出力する
請求項２記載の固体撮像素子。
【請求項４】
　前記微分器は、前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量を保持して前記選択された
検出画素に対応する前記変化量を前記比較部に出力する
請求項２記載の固体撮像素子。
【請求項５】
　前記複数の検出画素のそれぞれは、
　前記電圧信号を生成する対数応答部と、
　前記生成された電圧信号の変化量を求めて前記検出回路に出力する微分器と
を備える請求項１記載の固体撮像素子。
【請求項６】
　前記検出回路は、前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量のいずれかを選択して当
該選択した変化量と前記閾値とを比較する比較部を備える請求項５記載の固体撮像素子。
【請求項７】
　前記検出回路は、
　前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量のいずれかを選択する選択部と、
　前記選択された変化量と前記閾値とを比較する比較部と
を備える請求項５記載の固体撮像素子。
【請求項８】
　前記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を含み、
　前記検出回路は、
　前記上限閾値と前記変化量とを比較する上限側コンパレータと、
　前記下限閾値と前記変化量とを比較する下限側コンパレータと
を備える請求項７記載の固体撮像素子。
【請求項９】
　前記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を含み、
　前記検出回路は、
　前記上限閾値および下限閾値の一方を選択する選択スイッチと、
　前記選択された閾値と前記変化量とを比較するコンパレータと
を備える請求項７記載の固体撮像素子。
【請求項１０】
　露光量に応じた画素信号を各々が生成する複数の階調画素をさらに具備する請求項１記
載の固体撮像素子。
【請求項１１】
　前記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を含み、
　前記検出回路は、
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　２つの検出画素の一方の前記変化量を選択する上限側セレクタと、
　前記２つの検出画素の他方の前記変化量を選択する下限側セレクタと、
　前記選択された一方の変化量と上限閾値とを比較する上限側コンパレータと、
　前記選択された他方の変化量と上限閾値とを比較する下限側コンパレータと
を備える請求項１記載の固体撮像素子。
【請求項１２】
　前記検出回路は、
　互いに異なる検出画素の前記変化量を閾値と比較する複数のコンパレータと、
　前記コンパレータのいずれかの比較結果を選択する選択部と、
　前記選択された比較結果を出力するバッファと
を備える請求項１記載の固体撮像素子。
【請求項１３】
　前記複数の検出画素と前記検出回路との一部は、所定の受光チップに配置され、
　前記複数の検出画素と前記検出回路との残りは、所定の検出チップに配置される
請求項１記載の固体撮像素子。
【請求項１４】
　転送された電荷の量に応じた階調信号を生成する階調信号生成部をさらに具備し、
　前記複数の検出画素のそれぞれは、
　前記電圧信号を生成する対数応答部と、
　所定の転送信号に従って前記対数応答部から前記階調信号生成部へ前記電荷を転送する
転送トランジスタと
を備える
請求項１記載の固体撮像素子。
【請求項１５】
　前記検出回路は、
　前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量を求めるとともに前記変化量のいずれかを
選択して当該選択した変化量と前記閾値とを比較する比較部と、
　前記比較部の比較結果をアービタおよび信号処理部のいずれかに出力する出力切替回路
と
を備える
請求項１４記載の固体撮像素子。
【請求項１６】
　前記比較部は、
　前記変化量のいずれかを前記選択信号に従って選択するセレクタと、
　前記選択された変化量と前記閾値とを比較する閾値比較回路と
を備える請求項１５記載の固体撮像素子。
【請求項１７】
　前記変化量が前記閾値を超えたか否かを示す検出信号を調停するアービタをさらに具備
する
請求項１４記載の固体撮像素子。
【請求項１８】
　前記検出画素の行を順に選択し、前記変化量が前記閾値を超えたか否かを示す検出信号
を出力させる行選択回路をさらに具備する
請求項１４記載の固体撮像素子。
【請求項１９】
　光電流の対数値に応じた電圧信号を各々が生成する複数の検出画素と、
　前記複数の検出画素のうち、入力された選択信号の示す検出画素の前記電圧信号の変化
量が所定の閾値を超えたか否かを検出する検出回路と、
　前記検出回路の検出結果を示す検出信号を処理する信号処理回路と
を具備する撮像装置。
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【請求項２０】
　複数の検出画素の各々が、光電流の対数値に応じた電圧信号を生成する電圧信号生成手
順と、
　検出回路が、前記複数の検出画素のうち、入力された選択信号の示す検出画素の前記電
圧信号の変化量が所定の閾値を超えたか否かを検出する検出手順と
を具備する固体撮像素子の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、固体撮像素子、撮像装置、および、固体撮像素子の制御方法に関する。詳し
くは、輝度の変化量を閾値と比較する固体撮像素子、撮像装置、および、固体撮像素子の
制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置などにおいて、垂直同期信号などの同期信号に同期して画像データ（フ
レーム）を撮像する同期型の固体撮像素子が用いられている。この一般的な同期型の固体
撮像素子では、同期信号の周期（例えば、１／６０秒）ごとにしか画像データを取得する
ことができないため、交通やロボットなどに関する分野において、より高速な処理が要求
された場合に対応することが困難になる。そこで、画素アドレスごとに、その画素の輝度
の変化量が閾値を超えた旨をアドレスイベントとして検出する非同期型の固体撮像素子が
提案されている（例えば、特許文献１参照。）。このように、画素毎にアドレスイベント
を検出する固体撮像素子は、ＤＶＳ（Dynamic Vision Sensor）と呼ばれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許５２４４５８７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の非同期型の固体撮像素子では、アドレスイベントの有無の検出により、画像認識
などの処理の高速化を図っている。しかしながら、アドレスイベントの有無を検出するに
は、対数応答部、バッファ、微分器や比較器などの多数の回路を画素毎に配置する必要が
あり、同期型の固体撮像素子と比較して、画素毎の回路規模が増大する。このため、画素
の微細化が困難になるという問題がある。
【０００５】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、アドレスイベントの有無を
検出する固体撮像素子において、画素の微細化を容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、光
電流の対数値に応じた電圧信号を各々が生成する複数の検出画素と、上記複数の検出画素
のうち、入力された選択信号の示す検出画素の上記電圧信号の変化量が所定の閾値を超え
たか否かを検出する検出回路とを具備する固体撮像素子、および、その制御方法である。
これにより、固体撮像素子の回路規模が削減されるという作用をもたらす。
【０００７】
　また、この第１の側面において、上記検出回路は、上記複数の検出画素のそれぞれの上
記電圧信号のいずれかを選択する選択部と、上記選択された電圧信号の変化量を求めて出
力する微分器と、上記出力された変化量と上記閾値とを比較する比較部とを具備してもよ
い。これにより、微分器以降の回路規模が削減されるという作用をもたらす。
【０００８】
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　また、この第１の側面において、上記微分器は、上記選択された変化量を保持して上記
比較部に出力してもよい。これにより、選択された検出画素のアドレスイベントが検出さ
れるという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記微分器は、上記複数の検出画素のそれぞれの上記
変化量を保持して上記選択された検出画素に対応する上記変化量を上記比較部に出力して
もよい。これにより、アドレスイベントの検出漏れが抑制されるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記複数の検出画素のそれぞれは、上記電圧信号を生
成する対数応答部と、上記生成された電圧信号の変化量を求めて上記検出回路に出力する
微分器とを備えてもよい。これにより、比較部以降の回路規模が削減されるという作用を
もたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記検出回路は、上記複数の検出画素のそれぞれの上
記変化量のいずれかを選択して当該選択した変化量と上記閾値とを比較する比較部を備え
てもよい。これにより、選択された検出画素のアドレスイベントが検出されるという作用
をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記検出回路は、上記複数の検出画素のそれぞれの上
記変化量のいずれかを選択する選択部と、上記選択された変化量と上記閾値とを比較する
比較部とを備えてもよい。これにより、選択された検出画素のアドレスイベントが検出さ
れるという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を
含み、上記検出回路は、上記上限閾値と上記変化量とを比較する上限側コンパレータと、
上記下限閾値と上記変化量とを比較する下限側コンパレータとを備えてもよい。これによ
り、オンイベントおよびオフイベントが検出されるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を
含み、上記検出回路は、上記上限閾値および下限閾値の一方を選択する選択スイッチと、
上記選択された閾値と上記変化量とを比較するコンパレータとを備えてもよい。これによ
り、比較部の回路規模が削減されるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、露光量に応じた画素信号を各々が生成する複数の階調
画素をさらに具備してもよい。これにより、より情報量の多い画像が得られるという作用
をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を
含み、上記検出回路は、２つの検出画素の一方の上記変化量を選択する上限側セレクタと
、上記２つの検出画素の他方の上記変化量を選択する下限側セレクタと、上記選択された
一方の変化量と上限閾値とを比較する上限側コンパレータと、上記選択された他方の変化
量と上限閾値とを比較する下限側コンパレータとを備えてもよい。これにより、オンイベ
ントとオフイベントが同時に検出されるという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記検出回路は、互いに異なる検出画素の上記変化量
を閾値と比較する複数のコンパレータと、上記コンパレータのいずれかの比較結果を選択
する選択部と、上記選択された比較結果を出力するバッファとを備えてもよい。これによ
り、バッファが複数の検出画素に共有されるという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１の側面において、上記複数の検出画素と上記検出回路との一部は、所定
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の受光チップに配置され、上記複数の検出画素と上記検出回路との残りは、所定の検出チ
ップに配置されてもよい。これにより、検出チップの回路規模が削減されるという作用を
もたらす。
【００１９】
　また、この第１の側面において、転送された電荷の量に応じた階調信号を生成する階調
信号生成部をさらに具備し、上記複数の検出画素のそれぞれは、上記電圧信号を生成する
対数応答部と、所定の転送信号に従って上記対数応答部から上記階調信号生成部へ上記電
荷を転送する転送トランジスタとを備えてもよい。これにより、階調信号生成部が複数の
画素に共有されるという作用をもたらす。
【００２０】
　また、この第１の側面において、上記検出回路は、上記複数の検出画素のそれぞれの上
記変化量を求めるとともに上記変化量のいずれかを選択して当該選択した変化量と上記閾
値とを比較する比較部と、上記比較部の比較結果をアービタおよび信号処理部のいずれか
に出力する出力切替回路とを備えてもよい。これにより、選択された検出画素のアドレス
イベントが検出されるという作用をもたらす。
【００２１】
　また、この第１の側面において、上記比較部は、上記変化量のいずれかを上記選択信号
に従って選択するセレクタと、上記選択された変化量と上記閾値とを比較する閾値比較回
路とを備えてもよい。これにより、選択された検出画素のアドレスイベントが検出される
という作用をもたらす。
【００２２】
　また、この第１の側面において、上記変化量が上記閾値を超えたか否かを示す検出信号
を調停するアービタをさらに具備してもよい。これにより、アービタ方式により検出信号
が読み出されるという作用をもたらす。
【００２３】
　また、この第１の側面において、上記検出画素の行を順に選択し、上記変化量が上記閾
値を超えたか否かを示す検出信号を出力させる行選択回路をさらに具備してもよい。これ
により、スキャン方式により検出信号が読み出されるという作用をもたらす。
【００２４】
　また、本技術の第２の側面は、光電流の対数値に応じた電圧信号を各々が生成する複数
の検出画素と、上記複数の検出画素のうち、入力された選択信号の示す検出画素の上記電
圧信号の変化量が所定の閾値を超えたか否かを検出する検出回路と、上記検出回路の検出
結果を示す検出信号を処理する信号処理回路とを具備する撮像装置である。これにより、
撮像装置の回路規模が削減されるという作用をもたらす。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
ある。
【図１】本技術の第１の実施の形態における撮像装置の一構成例を示すブロック図である
。
【図２】本技術の第１の実施の形態における固体撮像素子の積層構造の一例を示す図であ
る。
【図３】本技術の第１の実施の形態における受光チップの平面図の一例である。
【図４】本技術の第１の実施の形態における検出チップの平面図の一例である。
【図５】本技術の第１の実施の形態におけるアドレスイベント検出部の平面図の一例であ
る。
【図６】本技術の第１の実施の形態における対数応答部の一構成例を示す回路図である。
【図７】本技術の第１の実施の形態における検出ブロックの一構成例を示すブロック図で
ある。
【図８】本技術の第１の実施の形態における微分器の一構成例を示す回路図である。
【図９】本技術の第１の実施の形態における比較部の一構成例を示す回路図である。
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【図１０】本技術の第１の実施の形態における微分器、セレクタおよびコンパレータの一
構成例を示す回路図である。
【図１１】本技術の第１の実施の形態における行駆動回路の制御の一例を示すタイミング
チャートである。
【図１２】本技術の第１の実施の形態における検出画素および検出回路の一構成例を示す
ブロック図である。
【図１３】本技術の第１の実施の形態における固体撮像素子の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１４】本技術の第１の実施の形態の変形例における検出画素および検出回路の一構成
例を示すブロック図である。
【図１５】本技術の第１の実施の形態の変形例における行駆動回路の制御の一例を示すタ
イミングチャートである。
【図１６】本技術の第２の実施の形態における検出画素および検出回路の一構成例を示す
ブロック図である。
【図１７】本技術の第３の実施の形態における微分器の一構成例を示す回路図である。
【図１８】本技術の第３の実施の形態における固体撮像素子の動作の一例を示すタイミン
グチャートである。
【図１９】本技術の第４の実施の形態における比較部の一構成例を示す回路図である。
【図２０】本技術の第５の実施の形態における微分器およびコンパレータの一構成例を示
す回路図である。
【図２１】本技術の第６の実施の形態における受光チップの平面図の一例である。
【図２２】本技術の第６の実施の形態における検出チップの平面図の一例である。
【図２３】本技術の第６の実施の形態における階調画素の一構成例を示す回路図である。
【図２４】本技術の第７の実施の形態における比較部の一構成例を示す回路図である。
【図２５】本技術の第８の実施の形態における検出チップの一構成例を示すブロック図で
ある。
【図２６】本技術の第８の実施の形態における共有ブロックの一構成例を示すブロック図
である。
【図２７】本技術の第８の実施の形態における対数応答部の一構成例を示す回路図である
。
【図２８】本技術の第８の実施の形態における検出ブロックの一構成例を示すブロック図
である。
【図２９】本技術の第８の実施の形態における比較部の一構成例を示すブロック図である
。
【図３０】本技術の第８の実施の形態における出力切替回路の一構成例を示すブロック図
である。
【図３１】本技術の第８の実施の形態における階調信号生成部、検出画素および検出回路
の一構成例を示すブロック図である。
【図３２】本技術の第９の実施の形態における検出チップの一構成例を示すブロック図で
ある。
【図３３】車両制御システムの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図３４】車外情報検出部及び撮像部の設置位置の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有する例）
　２．第２の実施の形態（複数の検出画素が、微分器を含む検出回路を共有する例）
　３．第３の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有し、微分器が複数の変化量を
保持する例）
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　４．第４の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有し、閾値を切り替える例）
　５．第５の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有し、コンパレータが切り替え
を行う例）
　６．第６の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有し、階調画素を配置した例）
　７．第７の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有し、検出回路内に２段の素子
が設けられる例）
　８．第８の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有し、階調信号生成部を共有す
る例）
　９．第９の実施の形態（複数の検出画素が検出回路を共有し、同期型を用いる例）
　１０．移動体への応用例
【００２７】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の構成例］
　図１は、本技術の第１の実施の形態における撮像装置１００の一構成例を示すブロック
図である。この撮像装置１００は、光学部１１０、固体撮像素子２００、記録部１２０お
よび制御部１３０を備える。撮像装置１００としては、産業用ロボットに搭載されるカメ
ラや、車載カメラなどが想定される。
【００２８】
　光学部１１０は、入射光を集光して固体撮像素子２００に導くものである。固体撮像素
子２００は、入射光を光電変換して画像データを撮像するものである。この固体撮像素子
２００は、撮像した画像データに対して、画像認識処理などの所定の信号処理を画像デー
タに対して実行し、その処理後のデータを記録部１２０に信号線２０９を介して出力する
。
【００２９】
　記録部１２０は、固体撮像素子２００からのデータを記録するものである。制御部１３
０は、固体撮像素子２００を制御して画像データを撮像させるものである。
【００３０】
　［固体撮像素子の構成例］
　図２は、本技術の第１の実施の形態における固体撮像素子２００の積層構造の一例を示
す図である。この固体撮像素子２００は、検出チップ２０２と、その検出チップ２０２に
積層された受光チップ２０１とを備える。これらのチップは、ビアなどの接続部を介して
電気的に接続される。なお、ビアの他、Ｃｕ－Ｃｕ接合やバンプにより接続することもで
きる。
【００３１】
　図３は、本技術の第１の実施の形態における受光チップ２０１の平面図の一例である。
受光チップ２０１には、受光部２２０と、ビア配置部２１１、２１２および２１３とが設
けられる。
【００３２】
　ビア配置部２１１、２１２および２１３には、検出チップ２０２と接続されるビアが配
置される。また、受光部２２０には、二次元格子状に複数の共有ブロック２２１が配列さ
れる。
【００３３】
　共有ブロック２２１のそれぞれには、複数の対数応答部３１０が配列される。例えば、
共有ブロック２２１ごとに、４つの対数応答部３１０が２行×２列で配列される。これら
の４つの対数応答部３１０は、検出チップ２０２上の回路を共有する。共有する回路の詳
細については後述する。なお、共有ブロック２２１内の対数応答部３１０の個数は、４つ
に限定されない。
【００３４】
　対数応答部３１０は、光電流の対数値に応じた電圧信号を生成するものである。対数応
答部３１０のそれぞれには、行アドレスおよび列アドレスからなる画素アドレスが割り当
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てられている。
【００３５】
　図４は、本技術の第１の実施の形態における検出チップ２０２の平面図の一例である。
この検出チップ２０２には、ビア配置部２３１、２３２および２３３と、信号処理回路２
４０と、行駆動回路２５１と、列駆動回路２５２と、アドレスイベント検出部２６０とが
設けられる。ビア配置部２３１、２３２および２３３には、受光チップ２０１と接続され
るビアが配置される。
【００３６】
　アドレスイベント検出部２６０は、対数応答部３１０ごとにアドレスイベントの有無を
検出し、検出結果を示す検出信号を生成するものである。
【００３７】
　行駆動回路２５１は、行アドレスを選択して、その行アドレスに対応する検出信号をア
ドレスイベント検出部２６０に出力させるものである。
【００３８】
　列駆動回路２５２は、列アドレスを選択して、その列アドレスに対応する検出信号をア
ドレスイベント検出部２６０に出力させるものである。
【００３９】
　信号処理回路２４０は、アドレスイベント検出部２６０からの検出信号に対して所定の
信号処理を実行するものである。この信号処理回路２４０は、検出信号を画素の信号とし
て二次元格子状に配列し、画素毎に２ビットの情報を有する画像データを取得する。そし
て、信号処理回路２４０は、その画像データに対して画像認識処理などの信号処理を実行
する。
【００４０】
　図５は、本技術の第１の実施の形態におけるアドレスイベント検出部２６０の平面図の
一例である。このアドレスイベント検出部２６０には、複数の検出ブロック３２０が配列
される。検出ブロック３２０は、受光チップ２０１上の共有ブロック２２１ごとに配置さ
れる。共有ブロック２２１の個数がＮ（Ｎは、整数）である場合、Ｎ個の検出ブロック３
２０が配列される。それぞれの検出ブロック３２０は、対応する共有ブロック２２１と接
続される。
【００４１】
　［対数応答部の構成例］
　図６は、本技術の第１の実施の形態における対数応答部３１０の一構成例を示す回路図
である。この対数応答部３１０は、光電変換素子３１１と、ｎＭＯＳ（n-channel Metal 
Oxide Semiconductor）トランジスタ３１２および３１３とｐＭＯＳ（p-channel MOS）ト
ランジスタ３１４とを備える。これらのうち光電変換素子３１１と、ｎＭＯＳトランジス
タ３１２および３１３とは、例えば、受光チップ２０１に配置され、ｐＭＯＳトランジス
タ３１４は、検出チップ２０２に配置される。
【００４２】
　ｎＭＯＳトランジスタ３１２のソースは光電変換素子３１１のカソードに接続され、ド
レインは電源端子に接続される。ｐＭＯＳトランジスタ３１４およびｎＭＯＳトランジス
タ３１３は、電源端子と接地端子との間において、直列に接続される。また、ｐＭＯＳト
ランジスタ３１４およびｎＭＯＳトランジスタ３１３の接続点は、ｎＭＯＳトランジスタ
３１２のゲートと検出ブロック３２０の入力端子とに接続される。また、ｐＭＯＳトラン
ジスタ３１４のゲートには、所定のバイアス電圧Ｖｂｉａｓ１が印加される。
【００４３】
　ｎＭＯＳトランジスタ３１２および３１３のドレインは電源側に接続されており、この
ような回路はソースフォロワと呼ばれる。これらのループ状に接続された２つのソースフ
ォロワにより、光電変換素子３１１からの光電流は、その対数値に応じた電圧信号に変換
される。また、ｐＭＯＳトランジスタ３１４は、一定の電流をｎＭＯＳトランジスタ３１
３に供給する。
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【００４４】
　また、受光チップ２０１のグランドと検出チップ２０２のグランドとは、干渉対策のた
めに互いに分離されている。
【００４５】
　［検出ブロックの構成例］
　図７は、本技術の第１の実施の形態における検出ブロック３２０の一構成例を示すブロ
ック図である。この検出ブロック３２０は、複数のバッファ３３０と、複数の微分器３４
０と、選択部４００と、比較部５００と、転送回路３６０とを備える。バッファ３３０お
よび微分器３４０は、共有ブロック２２１内の対数応答部３１０ごとに配置される。例え
ば、共有ブロック２２１内の対数応答部３１０が４つである場合、バッファ３３０および
微分器３４０は、４つずつ配置される。
【００４６】
　バッファ３３０は、対応する対数応答部３１０からの電圧信号を微分器３４０に出力す
るものである。このバッファ３３０により、後段を駆動する駆動力を向上させることがで
きる。また、バッファ３３０により、後段のスイッチング動作に伴うノイズのアイソレー
ションを確保することができる。
【００４７】
　微分器３４０は、電圧信号の変化量を微分信号として求めるものである。この微分器３
４０は、対応する対数応答部３１０からの電圧信号をバッファ３３０を介して受け取り、
微分により、電圧信号の変化量を求める。そして、微分器３４０は、微分信号を選択部４
００に供給する。検出ブロック３２０内のｍ（ｍは、１乃至Ｍの整数）個目の微分信号Ｓ
ｉｎをＳｉｎｍとする。
【００４８】
　選択部４００は、Ｍ個の微分信号のいずれかを、行駆動回路２５１からの選択信号に従
って選択するものである。この選択部４００は、セレクタ４１０および４２０を備える。
【００４９】
　セレクタ４１０には、Ｍ個の微分信号Ｓｉｎが入力される。セレクタ４１０は、選択信
号に従って、これらの微分信号Ｓｉｎのいずれかを選択し、Ｓｏｕｔ＋として比較部５０
０に供給する。セレクタ４２０にもＭ個の微分信号Ｓｉｎが入力される。セレクタ４２０
は、選択信号に従って、これらの微分信号Ｓｉｎのいずれかを選択し、Ｓｏｕｔ－として
比較部５００に供給する。
【００５０】
　比較部５００は、選択部４００により選択された微分信号（すなわち、変化量）と、所
定の閾値とを比較するものである。この比較部５００は、比較結果を示す信号を検出信号
として転送回路３６０に供給する。
【００５１】
　転送回路３６０は、列駆動回路２５２からの列駆動信号に従って、検出信号を信号処理
回路２４０に転送するものである。
【００５２】
　［微分器の構成例］
　図８は、本技術の第１の実施の形態における微分器３４０の一構成例を示す回路図であ
る。この微分器３４０は、コンデンサ３４１および３４３と、インバータ３４２と、スイ
ッチ３４４とを備える。
【００５３】
　コンデンサ３４１の一端は、バッファ３３０の出力端子に接続され、他端は、インバー
タ３４２の入力端子に接続される。コンデンサ３４３は、インバータ３４２に並列に接続
される。スイッチ３４４は、コンデンサ３４３の両端を接続する経路を行駆動信号に従っ
て開閉するものである。
【００５４】
　インバータ３４２は、コンデンサ３４１を介して入力された電圧信号を反転するもので
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ある。このインバータ３４２は反転した信号を選択部４００に出力する。
【００５５】
　スイッチ３４４をオンした際にコンデンサ３４１のバッファ３３０側に電圧信号Ｖｉｎ

ｉｔが入力され、その逆側は仮想接地端子となる。この仮想接地端子の電位を便宜上、ゼ
ロとする。このとき、コンデンサ３４１に蓄積されている電位Ｑｉｎｉｔは、コンデンサ
３４１の容量をＣ１とすると、次の式により表される。一方、コンデンサ３４３の両端は
、短絡されているため、その蓄積電荷はゼロとなる。
　　Ｑｉｎｉｔ＝Ｃ１×Ｖｉｎｉｔ　　　　　　　　　　　　　　・・・式１
【００５６】
　次に、スイッチ３４４がオフされて、コンデンサ３４１のバッファ３３０側の電圧が変
化してＶａｆｔｅｒになった場合を考えると、コンデンサ３４１に蓄積される電荷Ｑａｆ

ｔｅｒは、次の式により表される。
　　Ｑａｆｔｅｒ＝Ｃ１×Ｖａｆｔｅｒ　　　　　　　　　　　　・・・式２
【００５７】
　一方、コンデンサ３４３に蓄積される電荷Ｑ２は、出力電圧をＶｏｕｔとすると、次の
式により表される。
　　Ｑ２＝-Ｃ２×Ｖｏｕｔ　　　　　　　　　　　　　　　・・・式３
【００５８】
　このとき、コンデンサ３４１および３４３の総電荷量は変化しないため、次の式が成立
する。
　　Ｑｉｎｉｔ＝Ｑａｆｔｅｒ＋Ｑ２　　　　　　　　　　　　・・・式４
【００５９】
　式４に式１乃至式３を代入して変形すると、次の式が得られる。
　　Ｖｏｕｔ＝－（Ｃ１／Ｃ２）×（Ｖａｆｔｅｒ－Ｖｉｎｉｔ）　・・・式５
【００６０】
　式５は、電圧信号の減算動作を表し、減算結果の利得はＣ１／Ｃ２となる。通常、利得
を最大化することが望まれるため、Ｃ１を大きく、Ｃ２を小さく設計することが好ましい
。一方、Ｃ２が小さすぎると、ｋＴＣノイズが増大し、ノイズ特性が悪化するおそれがあ
るため、Ｃ２の容量削減は、ノイズを許容することができる範囲に制限される。また、画
素ごとに微分器３４０が搭載されるため、容量Ｃ１やＣ２には、面積上の制約がある。こ
れらを考慮して、例えば、Ｃ１は、２０乃至２００フェムトファラッド（ｆＦ）の値に設
定され、Ｃ２は、１乃至２０フェムトファラッド（ｆＦ）の値に設定される。
【００６１】
　［比較部の構成例］
　図９は、本技術の第１の実施の形態における比較部５００の一構成例を示す回路図であ
る。この比較部５００は、コンパレータ５１０および５２０を備える。
【００６２】
　コンパレータ５１０は、セレクタ４１０からの微分信号Ｓｏｕｔ＋と、所定の上限閾値
Ｖｒｅｆｐとを比較するものである。このコンパレータ５１０は、比較結果を検出信号Ｄ
ＥＴ＋として転送回路３６０に供給する。この検出信号ＤＥＴ＋は、オンイベントの有無
を示す。ここで、オンイベントは、輝度の変化量が所定の上限閾値を超えた旨を意味する
。
【００６３】
　コンパレータ５２０は、セレクタ４２０からの微分信号Ｓｏｕｔ－と、上限閾値Ｖｒｅ
ｆｐより低い下限閾値Ｖｒｅｆｎとを比較するものである。このコンパレータ５２０は、
比較結果を検出信号ＤＥＴ－として転送回路３６０に供給する。この検出信号ＤＥＴ－は
、オフイベントの有無を示す。ここで、オフイベントは、輝度の変化量が所定の下限閾値
を下回った旨を意味する。なお、比較部５００は、オンイベントおよびオフイベントの両
方の有無を検出しているが、一方のみを検出することもできる。
【００６４】
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　なお、コンパレータ５１０は、特許請求の範囲に記載の上限側コンパレータの一例であ
り、コンパレータ５２０は、特許請求の範囲に記載の下限側コンパレータの一例である。
【００６５】
　図１０は、本技術の第１の実施の形態における微分器３４０、セレクタ４１０およびコ
ンパレータ５１０の一構成例を示す回路図である。
【００６６】
　微分器３４０は、コンデンサ３４１および３４３と、ｐＭＯＳトランジスタ３４５およ
び３４６と、ｎＭＯＳトランジスタ３４７とを備える。ｐＭＯＳトランジスタ３４５およ
びｎＭＯＳトランジスタ３４７は、ｐＭＯＳトランジスタ３４５を電源側として、電源端
子と接地端子との間において直列に接続される。これらのｐＭＯＳトランジスタ３４５お
よびｎＭＯＳトランジスタ３４７のゲートと、バッファ３３０との間にコンデンサ３４１
が挿入される。ｐＭＯＳトランジスタ３４５およびｎＭＯＳトランジスタ３４７の接続点
は、セレクタ４１０に接続される。この接続構成により、ｐＭＯＳトランジスタ３４５お
よびｎＭＯＳトランジスタ３４７は、インバータ３４２として機能する。
【００６７】
　また、ｐＭＯＳトランジスタ３４５およびｎＭＯＳトランジスタ３４７の接続点と、コ
ンデンサ３４１との間においてコンデンサ３４３とｐＭＯＳトランジスタ３４６とが並列
に接続される。このｐＭＯＳトランジスタ３４６は、スイッチ３４４として機能する。
【００６８】
　また、セレクタ４１０には、複数のｐＭＯＳトランジスタ４１１が配置される。ｐＭＯ
Ｓトランジスタ４１１は、微分器３４０ごとに配置される。
【００６９】
　ｐＭＯＳトランジスタ４１１は、対応する微分器３４０とコンパレータ５１０との間に
挿入される。また、ｐＭＯＳトランジスタ４１１のゲートのそれぞれには、個別に選択信
号ＳＥＬが入力される。ｍ個目のｐＭＯＳトランジスタ４１１の選択信号ＳＥＬをＳＥＬ
ｍとする。これらの選択信号ＳＥＬにより、行駆動回路２５１は、Ｍ個のｐＭＯＳトラン
ジスタ４１１のいずれかをオン状態に制御し、残りをオフ状態に制御することができる。
そして、オン状態のｐＭＯＳトランジスタ４１１を介して、微分信号Ｓｏｕｔ＋が選択さ
れた信号としてコンパレータ５１０に出力される。なお、セレクタ４２０の回路構成は、
セレクタ４１０と同様である。
【００７０】
　コンパレータ５１０は、ｐＭＯＳトランジスタ５１１およびｎＭＯＳトランジスタ５１
２を備える。ｐＭＯＳトランジスタ５１１およびｎＭＯＳトランジスタ５１２は、電源端
子と接地端子との間において直列に接続される。また、ｐＭＯＳトランジスタ５１１のゲ
ートに微分信号Ｓｏｕｔ＋が入力され、ｎＭＯＳトランジスタ５１２のゲートには、上限
閾値Ｖｒｅｆｐの電圧が入力される。ｐＭＯＳトランジスタ５１１およびｎＭＯＳトラン
ジスタ５１２の接続点からは、検出信号ＤＥＴ＋が出力される。なお、コンパレータ５２
０の回路構成は、コンパレータ５１０と同様である。
【００７１】
　なお、微分器３４０、セレクタ４１０およびコンパレータ５１０のそれぞれの回路構成
は、図７を参照して説明した機能を有するものであれば、図１０に例示したものに限定さ
れない。例えば、ｎＭＯＳトランジスタとｐＭＯＳトランジスタとを入れ替えることがで
きる。
【００７２】
　図１１は、本技術の第１の実施の形態における行駆動回路２５１の制御の一例を示すタ
イミングチャートである。タイミングＴ０において、行駆動回路２５１は、行駆動信号Ｌ
１により、１行目を選択し、その行の微分器３４０を駆動する。この行駆動信号Ｌ１によ
り１行目の微分器３４０内のコンデンサ３４３が初期化される。また、行駆動回路２５１
は、選択信号ＳＥＬ１により、共有ブロック２２１内の２行×２列のうち左上を一定期間
に亘って選択し、選択部４００を駆動する。これにより、１行目の奇数列においてアドレ
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スイベントの有無が検出される。
【００７３】
　次にタイミングＴ１において、行駆動回路２５１は、行駆動信号Ｌ１により、１行目の
微分器３４０を再度、駆動する。また、行駆動回路２５１は、選択信号ＳＥＬ２により、
共有ブロック２２１内の２行×２列のうち右上を一定期間に亘って選択する。これにより
、１行目の偶数列においてアドレスイベントの有無が検出される。
【００７４】
　タイミングＴ２において、行駆動回路２５１は、行駆動信号Ｌ２により、２行目の微分
器３４０を駆動する。この行駆動信号Ｌ２により２行目の微分器３４０内のコンデンサ３
４３が初期化される。また、行駆動回路２５１は、選択信号ＳＥＬ３により、共有ブロッ
ク２２１内の２行×２列のうち左下を一定期間に亘って選択する。これにより、２行目の
奇数列においてアドレスイベントの有無が検出される。
【００７５】
　続いてタイミングＴ３において、行駆動回路２５１は、行駆動信号Ｌ２により、２行目
の微分器３４０を再度、駆動する。また、行駆動回路２５１は、選択信号ＳＥＬ４により
、共有ブロック２２１内の２行×２列のうち右下を一定期間に亘って選択する。これによ
り、２行目の偶数列においてアドレスイベントの有無が検出される。
【００７６】
　以下、同様に行駆動回路２５１は、対数応答部３１０を配列した行を順に選択し、選択
した行を行駆動信号により駆動する。また、行駆動回路２５１は、行を選択するたびに、
選択した行の共有ブロック２２１内の検出画素３００のそれぞれを選択信号により順に選
択する。例えば、共有ブロック２２１内に２行×２列の検出画素３００が配列される場合
、行が選択されるたびに、その行内の奇数列と偶数列とが順に選択される。
【００７７】
　なお、行駆動回路２５１は、共有ブロック２２１を配列した行（言い換えれば、対数応
答部３１０の２行分）を順に選択することもできる。この場合には、行が選択されるたび
に、その行の共有ブロック２２１内の４つの検出画素が順に選択される。
【００７８】
　図１２は、本技術の第１の実施の形態における検出画素３００および検出回路３０５の
一構成例を示すブロック図である。共有ブロック２２１内の複数の対数応答部３１０によ
り共有される検出ブロック３２０のうち、選択部４００、比較部５００および転送回路３
６０からなる回路を検出回路３０５とする。また、対数応答部３１０、バッファ３３０お
よび微分器３４０からなる回路を、検出画素３００とする。同図に例示するように、複数
の検出画素３００により検出回路３０５が共有される。
【００７９】
　検出回路３０５を共有する複数の検出画素３００のそれぞれは、光電流の対数値に応じ
た電圧信号を生成する。そして、検出画素３００のそれぞれは、行駆動信号に従って電圧
信号の変化量を示す微分信号Ｓｉｎを検出回路３０５に出力する。検出画素３００のそれ
ぞれにおいて、対数値に応じた電圧信号は、対数応答部３１０により生成され、微分信号
は、微分器３４０により生成される。
【００８０】
　検出回路３０５内のセレクタ４１０および４２０には、選択信号ＳＥＬ１やＳＥＬ２な
どの選択信号が共通に入力される。検出回路３０５は、複数の検出画素３００のうち、選
択信号の示す検出画素の微分信号（すなわち、変化量）を選択し、その変化量が所定の閾
値を超えるか否かを検出する。そして、検出回路３０５は、列駆動信号に従って検出信号
を信号処理回路２４０に転送する。検出回路３０５において、微分信号は選択部４００に
より選択され、閾値との比較は、比較部５００により行われる。また、検出信号は、転送
回路３６０により転送される。
【００８１】
　ここで、一般的なＤＶＳでは、比較部５００および転送回路３６０は、対数応答部３１
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０、バッファ３３０および微分器３４０とともに検出画素ごとに配置される。これに対し
て、比較部５００および転送回路３６０を含む検出回路３０５を複数の検出画素３００が
共有する上述の構成では、共有しない場合と比較して、固体撮像素子２００の回路規模を
削減することができる。これにより、画素の微細化が容易となる。
【００８２】
　特に、積層構造を採用する場合、検出回路３０５を共有しない一般的な構成では、受光
チップ２０１より検出チップ２０２の方が回路規模が大きくなる。このため、検出チップ
２０２側の回路により、画素の密度が制限され、画素の微細化が困難となる。しかし、複
数の検出画素３００が検出回路３０５を共有することにより、検出チップ２０２の回路規
模を削減し、画素を容易に微細化することができる。
【００８３】
　なお、検出画素３００ごとにバッファ３３０を配置しているが、この構成に限定されず
、バッファ３３０を設けない構成とすることもできる。
【００８４】
　また、対数応答部３１０の光電変換素子３１１とｎＭＯＳトランジスタ３１２および３
１３とを受光チップ２０１に配置し、ｐＭＯＳトランジスタ３１４以降を検出チップ２０
２に配置しているが、この構成に限定されない。例えば、光電変換素子３１１のみを受光
チップ２０１に配置し、それ以外を検出チップ２０２に配置することもできる。また、対
数応答部３１０のみを受光チップ２０１に配置し、バッファ３３０以降を検出チップ２０
２に配置することもできる。また、対数応答部３１０およびバッファ３３０を受光チップ
２０１に配置し、微分器３４０以降を検出チップ２０２に配置することもできる。また、
対数応答部３１０、バッファ３３０および微分器３４０を受光チップ２０１に配置し、検
出回路３０５以降を検出チップ２０２に配置することもできる。また、選択部４００まで
を受光チップ２０１に配置し、比較部５００以降を検出チップ２０２に配置することもで
きる。
【００８５】
　［固体撮像素子の動作例］
　図１３は、本技術の第１の実施の形態における固体撮像素子２００の動作の一例を示す
フローチャートである。この動作は、例えば、アドレスイベントの有無を検出するための
所定のアプリケーションが実行されたときに開始される。
【００８６】
　行駆動回路２５１は、いずれかの行を選択する（ステップＳ９０１）。そして、行駆動
回路２５１は、選択した行において、それぞれの共有ブロック２２１内の検出画素３００
のいずれかを選択して駆動する（ステップＳ９０２）。検出回路３０５は、選択された検
出画素３００において、アドレスイベントの有無を検出する（ステップＳ９０３）。ステ
ップＳ９０３の後に、固体撮像素子２００は、ステップＳ９０１以降を繰り返し実行する
。
【００８７】
　このように、本技術の第１の実施の形態では、アドレスイベントの有無を検出する検出
回路３０５を複数の検出画素３００が共有するため、検出回路３０５を共有しない場合よ
りも回路規模を削減することができる。これにより、検出画素３００の微細化が容易とな
る。
【００８８】
　［変形例］
　上述の第１の実施の形態では、固体撮像素子２００は、検出画素を１つずつ選択し、そ
の検出画素についてオンイベントおよびオフイベントを同時に検出していた。しかし、固
体撮像素子２００は、検出画素を２つ選択し、それらの一方についてオンイベントを検出
するとともに他方についてオフイベントを検出することもできる。この第１の実施の形態
の変形例の固体撮像素子２００は、２つの検出画素の一方についてオンイベントを検出す
るとともに他方についてオフイベントを検出する点において第１の実施に形態と異なる。



(15) JP 2021-40294 A 2021.3.11

10

20

30

40

50

【００８９】
　図１４は、本技術の第１の実施の形態の変形例における検出画素３００および検出回路
３０５の一構成例を示すブロック図である。この第１の実施の形態の変形例の検出回路３
０５は、セレクタ４１０に、選択信号ＳＥＬ１ｐやＳＥＬ２ｐなどの選択信号が入力され
、セレクタ４２０に選択信号ＳＥＬ１ｎやＳＥＬ２ｎなどの選択信号が入力される点にお
いて第１の実施の形態と異なる。第１の実施の形態の変形例において、検出画素３００は
２つ選択され、その一方の微分信号をセレクタ４１０が選択信号ＳＥＬ１ｐやＳＥＬ２ｐ
などに従って選択する。同時に、他方の微分信号をセレクタ４２０が選択信号ＳＥＬ１ｎ
やＳＥＬ２ｎなどに従って選択する。
【００９０】
　図１５は、本技術の第１の実施の形態の変形例における行駆動回路２５１の制御の一例
を示すタイミングチャートである。タイミングＴ０乃至Ｔ２において、微分信号Ｓｉｎ１
を出力する検出画素３００と、微分信号Ｓｉｎ２を出力する検出画素３００の２つが選択
されたものとする。タイミングＴ０乃至Ｔ１において、行駆動回路２５１は、選択信号Ｓ
ＥＬ１ｐおよびＳＥＬ２ｎをハイレベルにし、選択信号ＳＥＬ２ｐおよびＳＥＬ１ｎをロ
ーレベルにする。これにより、微分信号Ｓｉｎ１に対応する画素について、オンイベント
が検出され、微分信号Ｓｉｎ２に対応する画素についてオフイベントが検出される。
【００９１】
　そして、タイミングＴ１乃至Ｔ２において、行駆動回路２５１は、選択信号ＳＥＬ１ｐ
およびＳＥＬ２ｎをローレベルにし、選択信号ＳＥＬ２ｐおよびＳＥＬ１ｎをハイレベル
にする。これにより、微分信号Ｓｉｎ２に対応する画素について、オンイベントが検出さ
れ、微分信号Ｓｉｎ１に対応する画素についてオフイベントが検出される。
【００９２】
　このように、本技術の第１の実施の形態の変形例によれば、２つの検出画素の一方につ
いてオンイベントを検出するとともに他方についてオフイベントを検出するため、同時刻
に、空間的に平行してオンイベントおよびオフイベントを検出することができる。
【００９３】
　＜２．第２の実施の形態＞
　上述の第１の実施の形態では、比較部５００および転送回路３６０を複数の検出画素３
００が共有していたが、画素数が多くなるほど、回路規模が増大する。この第２の実施の
形態の固体撮像素子２００は、比較部５００および転送回路３６０に加えて微分器３４０
を複数の検出画素３００が共有することにより、回路規模を削減した点において第１の実
施の形態と異なる。
【００９４】
　図１６は、本技術の第２の実施の形態における検出画素３００および検出回路３０５の
一構成例を示すブロック図である。この第２の実施の形態の検出回路３０５は、微分器３
４０をさらに備える点において第１の実施の形態と異なる。一方、第２の実施の形態の検
出画素３００のそれぞれには、微分器３４０が設けられない。
【００９５】
　また、第２の実施の形態の選択部４００は、複数のスイッチ４３１を備える。スイッチ
４３１は、検出画素３００ごとに配置される。スイッチ４３１は、対応する検出画素３０
０と、微分器３４０との間の経路を選択信号ＳＥＬに従って開閉するものである。これら
のスイッチ４３１により、複数の検出画素３００のそれぞれの電圧信号のいずれかが選択
される。後段の微分器３４０は、選択された電圧信号の変化量を求めて比較部５００に出
力する。
【００９６】
　同図に例示したように、複数の検出画素３００が比較部５００および転送回路３６０に
加えて微分器３４０を共有するため、微分器３４０を共有しない場合と比較して検出回路
３０５の回路規模を削減することができる。
【００９７】
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　このように、本技術の第２の実施の形態では、複数の検出画素３００が微分器３４０を
さらに共有するため、微分器３４０を共有しない第１の実施の形態と比較して検出回路３
０５の回路規模を削減することができる。
【００９８】
　＜３．第３の実施の形態＞
　上述の第２の実施の形態では、微分器３４０は、選択された検出画素３００の変化量の
みを保持していたが、この構成では、選択されていない検出画素３００にアドレスイベン
トが生じた際に、そのアドレスイベントを検出することができないおそれがある。この第
３の実施の形態の固体撮像素子２００は、選択されていない検出画素３００の変化量も保
持し、アドレスイベントの検出漏れを抑制する点において第２の実施の形態と異なる。
【００９９】
　図１７は、本技術の第３の実施の形態における微分器３４０の一構成例を示す回路図で
ある。この第３の実施の形態の微分器３４０において、前段側には、コンデンサ３４１の
代わりに、コンデンサ３５１および３５２などの複数のコンデンサが設けられる。これら
のコンデンサは、検出画素３００ごとに配置される。また、後段側には、コンデンサ３４
３の代わりに、スイッチ３５３および３５４などの複数のスイッチと、コンデンサ３５５
および３５６などの複数のコンデンサとが設けられる。これらのコンデンサおよびスイッ
チは、検出画素３００ごとに配置される。同図において、３つ目以降の検出画素３００に
対応するコンデンサおよびスイッチは、省略されている。
【０１００】
　前段側のコンデンサ３５１および３５２のそれぞれの一端は、対応するスイッチ４３１
に接続され、他端は、インバータ３４２の入力端子に共通に接続される。スイッチ３５３
およびコンデンサ３５５は、インバータ３４２の入力端子と出力端子との間において直列
に接続される。スイッチ３５４およびコンデンサ３５６も、インバータ３４２の入力端子
と出力端子との間において直列に接続される。スイッチ３４４の接続構成は、第１の実施
の形態と同様である。
【０１０１】
　行駆動回路２５１は、選択信号ＳＥＬ１によりスイッチ３５３を開閉し、選択信号ＳＥ
Ｌ２によりスイッチ３５４を開閉する。３つ目以降のスイッチについても同様に選択信号
ＳＥＬ３以降により開閉される。
【０１０２】
　なお、対数応答部３１０と、前段側のコンデンサ（コンデンサ３５１など）との間に、
選択するためのスイッチ４３１を配置しているが、それらのコンデンサと対数応答部３１
０との間にスイッチ４３１を配置することもできる。
【０１０３】
　図１８は、本技術の第３の実施の形態における固体撮像素子２００の動作の一例を示す
タイミングチャートである。
【０１０４】
　行駆動回路２５１は、タイミングＴ０から所定のパルス期間に亘って行駆動信号Ｌ１を
供給する。これにより、１行目のコンデンサ３５５が初期化される。また、行駆動回路２
５１は、選択信号ＳＥＬ１により、共有ブロック２２１内の２行×２列のうち左上（奇数
列）を一定期間に亘って選択する。この１行目の奇数列の選択期間において、その奇数列
の光電変換素子３１１の光電流ＰＸ１に変化がなかったものとする。このため、１行目の
微分器３４０の微分信号は中間電位のままとなり、アドレスイベントが検出されない。
【０１０５】
　そして、行駆動回路２５１は、タイミングＴ１からパルス期間に亘って再度、行駆動信
号Ｌ１を供給する。また、行駆動回路２５１は、選択信号Ｌ２により、共有ブロック２２
１内の２行×２列のうち右上（偶数列）を一定期間に亘って選択する。
【０１０６】
　１行目の偶数列の選択期間内のタイミングＴ２において、選択されていない奇数列の光
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電流ＰＸ１に変化があり、レベルが低下したものとする。一方、その選択期間内のタイミ
ングＴ３において、選択された偶数列の光電流ＰＸ２にも変化があり、レベルが上昇した
ものとする。微分器３４０は、選択された方の光電流ＰＸ２の変化量をコンデンサ３５２
および３５６により保持し、中間電位より低いレベルの微分信号を出力する。これにより
、選択された偶数列の検出画素３００についてオフイベントが検出される。
【０１０７】
　行駆動回路２５１は、偶数列の選択期間の経過したタイミングＴ４から一定期間に亘っ
て、選択信号Ｌ１により、奇数列を再度選択する。ただし、その選択期間内に行駆動信号
Ｌ１は供給されない。微分器３４０は、奇数列が選択されていない期間に生じた光電流Ｐ
Ｘ１の変化量を微分器３４０内のコンデンサ３５１および３５５により保持し、中間電位
より高いレベルの微分信号を出力する。これにより、奇数列の検出画素３００について、
選択されていない期間に生じていたオンイベントが検出される。
【０１０８】
　ここで、第１の実施の形態のように、微分器３４０内にコンデンサ３４１および３４３
しか設けていない場合、同図に例示した制御を行っても、アドレスイベントの検出漏れが
生じる。第１の実施の形態の構成では、タイミングＴ２乃至Ｔ４の期間内に、コンデンサ
３４１および３４３には、光電流ＰＸ２の変化に応じた電荷が保持される。これらのコン
デンサは、タイミングＴ４においてリセットされないため、タイミングＴ４以降に、タイ
ミングＴ２で生じた光電流ＰＸ１の変化量が保持されず、微分信号が十分に変化しない。
同図における太い点線は、第１の実施の形態の微分信号のレベルを示す。この結果、第１
の実施の形態の構成では、選択されていない期間のアドレスイベントが生じても、その検
出に失敗することがある。
【０１０９】
　これに対して、第３の実施の形態では、検出画素３００ごとにコンデンサを設けたため
、検出画素３００ごとに変化量を保持させることができる。これにより、同図に例示した
ように、選択されていない期間のアドレスイベントの検出漏れを抑制することができる。
【０１１０】
　なお、１行目の２回目の奇数列の選択期間が経過した後は、２行目が選択される。２行
目以降の制御は、１行目と同様である。
【０１１１】
　このように、本技術の第３の実施の形態によれば、複数の検出画素３００のそれぞれの
変化量を微分器３４０が保持するため、アドレスイベントの検出漏れを抑制することがで
きる。
【０１１２】
　＜４．第４の実施の形態＞
　上述の第１の実施の形態では、比較部５００内に、オンイベントを検出するためのコン
パレータ５１０と、オフイベントを検出するためのコンパレータ５２０との両方を配置し
ていたが、この構成では、画素数の増大に伴い、回路規模が増大する。この第４の実施の
形態の固体撮像素子２００は、閾値を切り替えるスイッチを追加して、コンパレータを削
減した点において第１の実施の形態と異なる。
【０１１３】
　図１９は、本技術の第４の実施の形態における比較部５００の一構成例を示す回路図で
ある。この第４の実施の形態の比較部５００は、コンパレータ５２０の代わりに、スイッ
チ５３０を備える点において第１の実施の形態と異なる。また、第４の実施の形態の選択
部４００は、セレクタ４２０が配置されない点において第１の実施の形態と異なる。
【０１１４】
　スイッチ５３０は、上限閾値Ｖｒｅｆｐおよび下限閾値Ｖｒｅｆｎのいずれかを選択信
号ＳＥＬｖに従って選択してコンパレータ５１０に供給するものである。そして、コンパ
レータ５１０は、選択された閾値と、セレクタ４１０からの微分信号Ｓｏｕｔとを比較す
る。
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【０１１５】
　行駆動回路２５１は、検出画素３００を選択するたびに、選択信号ＳＥＬｖにより上限
閾値Ｖｒｅｆｐおよび下限閾値Ｖｒｅｆｎを順に選択させる。また、コンパレータ５１０
は、上限閾値Ｖｒｅｆｐが選択された際にオンイベントの有無を示す検出信号ＤＥＴ＋を
出力し、下限閾値Ｖｒｅｆｎが選択された際にオフイベントの有無を示す検出信号ＤＥＴ
－を出力する。
【０１１６】
　同図に例示したように、スイッチ５３０が閾値を切り替えてコンパレータ５１０に供給
するため、コンパレータ５２０を配置する必要が無くなり、比較部５００の回路規模を削
減することができる。
【０１１７】
　なお、第４の実施の形態の固体撮像素子２００に、第２および第３の実施の形態のそれ
ぞれを適用することもできる。
【０１１８】
　このように、本技術の第４の実施の形態によれば、スイッチ５３０が、上限閾値および
下限閾値のいずれかを選択してコンパレータ５１０に供給するため、コンパレータ５２０
を削減することができる。これにより、検出回路３０５の回路規模を削減することができ
る。
【０１１９】
　＜５．第５の実施の形態＞
　上述の第１の実施の形態では、コンパレータ５１０および５２０の前段に、微分信号を
選択するためのｐＭＯＳトランジスタ４１１を配置していた。しかし、微分信号を選択す
るためのｐＭＯＳトランジスタは、コンパレータ内に配置することもできる。この第５の
実施の形態の固体撮像素子２００は、微分信号を選択するためのｐＭＯＳトランジスタを
コンパレータ内に配置した点において第１の実施の形態と異なる。
【０１２０】
　図２０は、本技術の第５の実施の形態における微分器３４０およびコンパレータ５１０
の一構成例を示す回路図である。第５の実施の形態のコンパレータ５１０は、複数のｐＭ
ＯＳトランジスタ５１１と、複数のｐＭＯＳトランジスタ５１３と、ｎＭＯＳトランジス
タ５１２とを備える。
【０１２１】
　ｐＭＯＳトランジスタ５１１および５１３のそれぞれは、微分器３４０ごとに配置され
る。共有ブロック２２１内に２行×２列の検出画素３００が配列される場合、ｐＭＯＳト
ランジスタ５１１および５１３の組が４つ設けられる。これらの４組は、電源端子とｎＭ
ＯＳトランジスタ５１２との間において、並列に接続される。また、組のそれぞれにおい
て、ｐＭＯＳトランジスタ５１１および５１３は、直列に接続される。ｐＭＯＳトランジ
スタ５１１のゲートには、対応する微分器３４０からの微分信号が入力される。ｐＭＯＳ
トランジスタ５１３のゲートには、対応する検出画素３００の選択信号ＳＥＬが入力され
る。
【０１２２】
　なお、コンパレータ５２０の回路構成は、コンパレータ５１０と同様である。
【０１２３】
　同図に例示した回路構成により、コンパレータ５１０は、選択信号ＳＥＬに従って、複
数の微分器３４０のそれぞれの微分信号（変化量）のいずれかを選択し、その変化量と閾
値とを比較する。コンパレータ５２０についても同様である。
【０１２４】
　なお、第５の実施の形態の固体撮像素子２００に、第２乃至第４の実施の形態のそれぞ
れを適用することもできる。
【０１２５】
　このように、本技術の第５の実施の形態では、微分信号を選択するためのｐＭＯＳトラ
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ンジスタ５１３を、コンパレータ５１０内に配置したため、コンパレータ５１０の前段に
選択部４００を配置する必要が無くなる。
【０１２６】
　＜６．第６の実施の形態＞
　上述の第１の実施の形態では、検出画素３００を配置し、画素毎にアドレスイベントの
有無を検出していたが、露光量に応じた画素信号を生成することができない。この第６の
実施の形態の固体撮像素子２００は、露光量に応じた画素信号を生成する階調画素をさら
に配置した点において第１の実施の形態と異なる。
【０１２７】
　図２１は、本技術の第６の実施の形態における受光チップ２０１の平面図の一例である
。この第６の実施の形態の受光チップ２０１には、共有ブロック２２１内に階調画素３７
０がさらに配置される点において第１の実施の形態と異なる。
【０１２８】
　また、共有ブロック２２１は、複数の検出領域に分割される。同図における太い点線で
囲まれた領域は、検出領域を示す。検出領域のそれぞれには、複数の階調画素３７０と１
つの検出画素３００とが配置される。例えば、検出領域には、２行×２列の画素が配置さ
れ、それらのうち１つが検出画素３００で、残りの３つが階調画素３７０である。共有ブ
ロック２２１内の複数の検出画素３００は、第１の実施の形態と同様に検出回路３０５を
共有する。
【０１２９】
　なお、厳密には、検出画素３００内の回路のうち対数応答部３１０の一部のみが受光チ
ップ２０１に配置されるが、同図においては、説明の便宜上、受光チップ２０１内に検出
画素３００を記載している。
【０１３０】
　階調画素３７０は、露光量に応じたアナログ信号を画素信号として生成するものである
。
【０１３１】
　行駆動回路２５１は、例えば、検出画素３００の行を順に駆動する。そして、アドレス
イベントの生じた検出画素３００があれば、その検出画素３００に対応する検出領域内の
３つの階調画素３７０を駆動し、画素信号を出力させる。
【０１３２】
　図２２は、本技術の第６の実施の形態における検出チップ２０２の平面図の一例である
。この第６の実施の形態の検出チップ２０２は、カラムＡＤＣ（Analog to Digital Conv
erter）２７０がさらに配置される点において第１の実施の形態と異なる。
【０１３３】
　階調画素３７０のそれぞれは、行駆動回路２５１の制御に従ってアナログの画素信号を
カラムＡＤＣ２７０に供給する。カラムＡＤＣ２７０は、画素毎に、画素信号に対してＡ
Ｄ（Analog to Digital）変換を行うものである。このカラムＡＤＣ２７０は、ＡＤ変換
後のデジタル信号を信号処理回路２４０に供給する。信号処理回路２４０は、それらのデ
ジタル信号からなる画像データに対して、所定の画像処理を行う。
【０１３４】
　図２３は、本技術の第６の実施の形態における階調画素３７０の一構成例を示す回路図
である。この階調画素３７０は、光電変換素子３７１、転送トランジスタ３７２、リセッ
トトランジスタ３７３、浮遊拡散層３７４、増幅トランジスタ３７５および選択トランジ
スタ３７６を備える。
【０１３５】
　光電変換素子３７１は、光電変換により電荷を生成するものである。転送トランジスタ
３７２は、行駆動回路２５１からの転送信号ＴＲＧに従って、光電変換素子３７１から浮
遊拡散層３７４へ電荷を転送するものである。
【０１３６】
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　リセットトランジスタ３７３は、行駆動回路２５１からのリセット信号ＲＳＴに従って
、浮遊拡散層３７４から電荷を引き抜いて初期化するものである。浮遊拡散層３７４は、
転送された電荷を蓄積し、電荷量に応じた電圧を生成するものである。
【０１３７】
　増幅トランジスタ３７５は、浮遊拡散層３７４の電圧を増幅するものである。選択トラ
ンジスタ３７６は、行駆動回路２５１からの選択信号ＳＥＬｐに従って、増幅された電圧
の信号を画素信号ＳＩＧとしてカラムＡＤＣ２７０に供給するものである。この画素信号
ＳＩＧは、検出信号よりもビット数の多いデジタル信号に変換される。例えば、検出信号
を２ビットとすると、画素信号ＳＩＧは、３ビット以上（１６ビットなど）のデジタル信
号に変換される。これにより、信号処理回路２４０は、アドレスイベントの生じた領域に
ついて、より情報量の多い画像を取得することができる。
【０１３８】
　なお、第６の実施の形態の固体撮像素子２００に、第２乃至第５の実施の形態のそれぞ
れを適用することもできる。
【０１３９】
　このように、本技術の第６の実施の形態によれば、露光量に応じた画素信号を生成する
階調画素３７０をさらに配置したため、アドレスイベントの生じた領域について、より情
報量の多い画像を取得することができる。
【０１４０】
　＜７．第７の実施の形態＞
　上述の第１の実施の形態では、比較部５００内にコンパレータ５１０および５２０を配
置していたが、比較部５００内に２段の素子を配置し、後段の素子を共有することもでき
る。この第７の実施の形態は、比較部５００内に２段の素子を配置し、後段の素子を共有
する点において第１の実施の形態と異なる。
【０１４１】
　図２４は、本技術の第７の実施の形態における比較部５００の一構成例を示す回路図で
ある。この第７の実施の形態の比較部５００内には、複数の容量５４１と、複数のコンパ
レータ５４２と、複数のスイッチ５４３と、バッファ５４４と、スイッチ５５１乃至５５
３とが配置される。容量５４１、コンパレータ５４２、スイッチ５４３は、検出画素３０
０ごとに配置される。また、第７の実施の形態において、検出画素３００内に微分器３４
０は配置されない。
【０１４２】
　容量５４１は、対応するバッファ３３０とコンパレータ５４２の非反転入力端子（＋）
との間に挿入される。スイッチ５４３は、対応する選択信号ＳＥＬに従って、対応するコ
ンパレータ５４２の出力端子と、バッファ５４４との間の経路を開閉する。スイッチ５５
１乃至５５３は、選択信号ＳＥＬｖに従って、上限閾値Ｖｒｅｆｐ、下限閾値Ｖｒｅｆｎ
およびリセット電圧Ｖｒｓｔのいずれかをコンパレータ５４２のそれぞれの反転入力端子
（－）に供給する。同図に例示したように、コンパレータ５４２およびバッファ５４４の
２段のうち、後段が複数の検出画素３００により共有される。
【０１４３】
　このように、本技術の第７の実施の形態によれば、コンパレータ５４２およびバッファ
５４４の２段のうち、後段のバッファ５４４が共有されるため、共有しない場合と比較し
て回路規模を削減することができる。
【０１４４】
　＜８．第８の実施の形態＞
　上述の第１の実施の形態では、検出画素３００を配置し、画素ごとにアドレスイベント
の有無を検出していたが、露光量に応じた画素信号を生成することができない。この第８
の実施の形態の固体撮像素子２００は、露光量に応じた画素信号を生成する点において第
１の実施の形態と異なる。
【０１４５】
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　図２５は、本技術の第８の実施の形態における検出チップ２０２の一構成例を示すブロ
ック図である。この第８の検出チップ２０２は、行駆動回路２５１および列駆動回路２５
２が駆動回路２５０内に配置され、アービタ６１１およびカラムＡＤＣ２７０がさらに設
けられた点において第１の実施の形態と異なる。なお、同図において、ビア配置部２３１
乃至２３３は省略されている。第８の実施の形態のカラムＡＤＣ２７０の構成は、第６の
実施の形態と同様である。
【０１４６】
　アービタ６１１は、アドレスイベント検出部２６０からのリクエストを調停し、その応
答を信号処理回路２４０に供給するものである。
【０１４７】
　図２６は、本技術の第８の実施の形態における共有ブロック２２１の一構成例を示すブ
ロック図である。第８の実施の形態の共有ブロック２２１には、複数の対数応答部３１０
の他に、複数の転送トランジスタ６２１と、階調信号生成部６３０とがさらに配置される
。転送トランジスタ６２１は、対数応答部３１０ごとに設けられる。また、ｍ個目の対数
応答部３１０には、駆動回路２５０からの排出信号ＯＦＧｍが入力される。対数応答部３
１０は、その排出信号ＯＦＧｍに従って光電流の対数値に応じた電圧信号を生成する。
【０１４８】
　階調信号生成部６３０は、転送トランジスタ６２１により転送された電荷の量に応じた
階調信号を生成するものである。この階調信号生成部６３０は、リセットトランジスタ６
３１、浮遊拡散層６３２、増幅トランジスタ６３３および選択トランジスタ６３４を備え
る。これらの素子の構成は、図２３に例示した第６の実施の形態の階調画素３７０内の同
名の素子と同じである。ただし、浮遊拡散層６３２は、複数の転送トランジスタ６２１の
それぞれに共通に接続されている。ｍ個目の転送トランジスタ６２１は、駆動回路２５０
からの転送信号ＴＲＧｍに従って、対応する対数応答部３１０内の光電変換素子３１１か
ら浮遊拡散層６３２へ電荷を転送する。
【０１４９】
　同図に例示したように、複数の対数応答部３１０により、階調信号生成部６３０が共有
されている。この階調信号生成部６３０は、生成した階調信号をカラムＡＤＣ２７０に供
給する。また、カラムＡＤＣ２７０には、階調信号生成部６３０の列ごとにＡＤＣが配置
される。
【０１５０】
　図２７は、本技術の第８の実施の形態における対数応答部３１０の一構成例を示す回路
図である。この第８の実施の形態の対数応答部３１０は、ｎＭＯＳトランジスタ３１５お
よび３１６と、ＯＦＧトランジスタ３１７とをさらに備える点において第１の実施の形態
と異なる。ｎＭＯＳトランジスタ３１５は、電源とｎＭＯＳトランジスタ３１２との間に
挿入され、ｎＭＯＳトランジスタ３１６は、ｐＭＯＳトランジスタ３１４とｎＭＯＳトラ
ンジスタ３１３との間に挿入される。ＯＦＧトランジスタ３１７は、ｎＭＯＳトランジス
タ３１２と光電変換素子３１１との間に挿入される。
【０１５１】
　また、ｎＭＯＳトランジスタ３１５のゲートは、ｐＭＯＳトランジスタ３１４およびｎ
ＭＯＳトランジスタ３１６の接続ノードに接続される。ｎＭＯＳトランジスタ３１６のゲ
ートは、ｎＭＯＳトランジスタ３１５およびｎＭＯＳトランジスタ３１２の接続ノードに
接続される。ＯＦＧトランジスタ３１７のゲートには、排出信号ＯＦＧｍが入力される。
同図に例示した構成により対数応答部３１０は、排出信号ＯＦＧｍが供給された際に、光
電流の対数値に応じた電圧信号を生成する。一方、転送信号ＴＲＧｍが供給された際に光
電変換素子３１１からの電荷が階調信号生成部６３０に転送され、階調信号が生成される
。
【０１５２】
　また、同図に例示するように、ループ状に接続されたｎＭＯＳトランジスタ３１２およ
び３１３と、ループ状に接続されたｎＭＯＳトランジスタ３１５および３１６とからなる
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２段のループ回路が設けられている。これにより、ループ回路が１段の場合と比較して、
電流を電圧に変換する際の変換ゲインを向上させることができる。
【０１５３】
　図２８は、本技術の第８の実施の形態における検出ブロック３２０の一構成例を示すブ
ロック図である。この第８の実施の形態の検出ブロック３２０には、複数のバッファ３３
０と、比較部５００と、出力切替回路６８０とが設けられる。バッファ３３０は、対数応
答部３１０ごとに設けられ、比較部５００に電圧信号を出力する。
【０１５４】
　比較部５００は、比較結果を示す信号を検出信号として出力切替回路６８０に供給する
。
【０１５５】
　出力切替回路６８０は、駆動回路２５０の制御に従って、アービタ６１１および信号処
理回路２４０のいずれかへ検出信号を出力するものである。ここで、検出信号の読出しは
、非同期型のアービタ方式と、同期型のスキャン方式のいずれかを用いることができる。
アービタ方式を用いる場合、アービタ６１１が設けられ、出力切替回路６８０の出力先は
アービタに設定される。一方、スキャン方式を用いる場合、出力切替回路６８０の出力先
は信号処理回路２４０に設定される。第８の実施の形態においては、アービタ方式が用い
られるものとする。
【０１５６】
　図２９は、本技術の第８の実施の形態における比較部５００の一構成例を示すブロック
図である。同図に例示するように、第８の実施の形態の比較部５００の回路構成は、検出
画素３００ごとに、コンパレータ５４２の代わりに、ｎＭＯＳトランジスタ５４５、５４
７および５４８とＡＮＤ（論理積）ゲート５４６とが設けられる点において図２４に例示
した比較部５００と異なる。ｍ個目のＡＮＤゲート５４６には、出力切替回路６８０から
の帰還信号ＦＢｍと、駆動回路２５０からのリセット信号ＲＳＴｃｍとが入力される。ｍ
個目のＡＮＤゲート５４６は、それらの論理積を、ｍ個目のｎＭＯＳトランジスタ５４５
のゲートに供給する。ｍ個目のｎＭＯＳトランジスタ５４６および５４７は、電源端子と
接地端子との間に直列に接続され、それらの接続ノードは、ｍ個目のスイッチ５４３に接
続される。ｍ個目のｎＭＯＳトランジスタ５４６のゲートは、ｍ個目のコンデンサ５４１
に接続され、ｍ個目のｎＭＯＳトランジスタ５４７のゲートは、スイッチ５５１、５５２
および５５３の一端に共通に接続される。ｍ個目のｎＭＯＳトランジスタ５４５は、ｍ個
目のｎＭＯＳトランジスタ５４７のゲートと、ｍ個目のｎＭＯＳトランジスタ５４７およ
び５４８の接続ノードとの間に挿入される。
【０１５７】
　図３０は、本技術の第８の実施の形態における出力切替回路６８０の一構成例を示すブ
ロック図である。この出力切替回路６８０には、複数の出力回路６９０と、ｎＭＯＳトラ
ンジスタ６８１とが設けられる。出力回路６９０は、微分回路６５０ごとに設けられる。
出力回路６９０内には、ラッチ回路６９１と、ｎＭＯＳトランジスタ６９２乃至６９４と
が配置される。
【０１５８】
　ラッチ回路６９１は、閾値比較回路６７０からの検出信号ＤＥＴを保持するものである
。このラッチ回路６９１は、保持した検出信号ＤＥＴをｎＭＯＳトランジスタ６９３およ
び６９４のゲートに供給するとともに、帰還信号ＦＢｍとして対応する微分回路６５０に
帰還させる。
【０１５９】
　ｎＭＯＳトランジスタ６９２および６９３は、信号処理回路２４０と接地端子との間に
おいて直列に接続される。ｍ個目のｎＭＯＳトランジスタ６９２のゲートには、駆動回路
２５０からの選択信号ＳＥＬｏｕｔｍが入力される。複数のｎＭＯＳトランジスタ６９４
は、ｎＭＯＳトランジスタ６８１のソースと接地端子との間において並列に接続される。
ｎＭＯＳトランジスタ６８１は、ｎＭＯＳトランジスタ６９４のドレインとアービタ６１
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１との間に挿入され、そのゲートには、駆動回路２５０からのイネーブル信号ＡｒｂＥＮ
が入力される。
【０１６０】
　アービタ方式を用いる場合、駆動回路２５０は、ハイレベルのイネーブル信号ＡｒｂＥ
Ｎを供給し、選択信号ＳＥＬｏｕｔｍのそれぞれをローレベルにする。これにより、検出
信号ＤＥＴは、リクエストとしてアービタ６１１に供給される。一方、スキャン方式を用
いる場合、駆動回路２５０はローレベルのイネーブル信号ＡｒｂＥＮを供給し、所定の順
序で選択信号ＳＥＬｏｕｔｍをハイレベルにする。これにより、選択された出力回路６９
０から検出信号がＤｍとして信号処理回路２４０へ出力される。
【０１６１】
　図３１は、本技術の第１の実施の形態における階調信号生成部６３０、検出画素３００
および検出回路３０５の一構成例を示すブロック図である。ｍ個目の転送トランジスタ６
２１、対数応答部３１０およびバッファ３３０は、ｍ個目の検出画素３００として機能す
る。また、比較部５００および出力切替回路６８０は、検出回路３０５内に配置される。
また、複数の検出画素３００により階調信号生成部６３０が共有される。ｍ個目の検出画
素３００と、階調信号生成部６３０とは、ｍ個目の階調画素としても機能する。浮遊拡散
層等を設けた階調信号生成部６３０を複数の画素が共有することにより、画素ごとに、浮
遊拡散層等を配置した第６の実施の形態と比較して、回路規模を削減することができる。
【０１６２】
　このように、本技術の第８の実施の形態によれば、複数の画素が、浮遊拡散層等を設け
た階調信号生成部６３０を共有するため、浮遊拡散層などを共有しない第６の実施の形態
と比較して回路規模を削減することができる。
【０１６３】
　＜９．第９の実施の形態＞
　上述の第８の実施の形態では、検出信号の読出しの際にアービタ方式を用いていたが、
アービタ方式の代わりにスキャン方式を用いることもできる。この第９の実施の形態の固
体撮像素子２００は、スキャン方式を用いる点において第８の実施の形態と異なる。
【０１６４】
　図３２は、本技術の第９の実施の形態における検出チップ２０２の一構成例を示すブロ
ック図である。この第９の実施の形態の検出チップ２０２は、駆動回路２５０の代わりに
行選択回路２５３が配置され、アービタ６１１が設けられない点において第８の実施の形
態と異なる。行選択回路２５３は、検出画素の行を順に選択して検出信号を出力させる。
【０１６５】
　このように、本技術の第９の実施の形態によれば、行を順に選択する行選択回路２５３
を配置したため、スキャン方式により、検出信号を読み出すことができる。
【０１６６】
　＜１０．移動体への応用例＞
　本開示に係る技術（本技術）は、様々な製品へ応用することができる。例えば、本開示
に係る技術は、自動車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、自動二輪車、自転車、パ
ーソナルモビリティ、飛行機、ドローン、船舶、ロボット等のいずれかの種類の移動体に
搭載される装置として実現されてもよい。
【０１６７】
　図３３は、本開示に係る技術が適用され得る移動体制御システムの一例である車両制御
システムの概略的な構成例を示すブロック図である。
【０１６８】
　車両制御システム１２０００は、通信ネットワーク１２００１を介して接続された複数
の電子制御ユニットを備える。図３３に示した例では、車両制御システム１２０００は、
駆動系制御ユニット１２０１０、ボディ系制御ユニット１２０２０、車外情報検出ユニッ
ト１２０３０、車内情報検出ユニット１２０４０、及び統合制御ユニット１２０５０を備
える。また、統合制御ユニット１２０５０の機能構成として、マイクロコンピュータ１２
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０５１、音声画像出力部１２０５２、及び車載ネットワークＩ／Ｆ(interface)１２０５
３が図示されている。
【０１６９】
　駆動系制御ユニット１２０１０は、各種プログラムにしたがって車両の駆動系に関連す
る装置の動作を制御する。例えば、駆動系制御ユニット１２０１０は、内燃機関又は駆動
用モータ等の車両の駆動力を発生させるための駆動力発生装置、駆動力を車輪に伝達する
ための駆動力伝達機構、車両の舵角を調節するステアリング機構、及び、車両の制動力を
発生させる制動装置等の制御装置として機能する。
【０１７０】
　ボディ系制御ユニット１２０２０は、各種プログラムにしたがって車体に装備された各
種装置の動作を制御する。例えば、ボディ系制御ユニット１２０２０は、キーレスエント
リシステム、スマートキーシステム、パワーウィンドウ装置、あるいは、ヘッドランプ、
バックランプ、ブレーキランプ、ウィンカー又はフォグランプ等の各種ランプの制御装置
として機能する。この場合、ボディ系制御ユニット１２０２０には、鍵を代替する携帯機
から発信される電波又は各種スイッチの信号が入力され得る。ボディ系制御ユニット１２
０２０は、これらの電波又は信号の入力を受け付け、車両のドアロック装置、パワーウィ
ンドウ装置、ランプ等を制御する。
【０１７１】
　車外情報検出ユニット１２０３０は、車両制御システム１２０００を搭載した車両の外
部の情報を検出する。例えば、車外情報検出ユニット１２０３０には、撮像部１２０３１
が接続される。車外情報検出ユニット１２０３０は、撮像部１２０３１に車外の画像を撮
像させるとともに、撮像された画像を受信する。車外情報検出ユニット１２０３０は、受
信した画像に基づいて、人、車、障害物、標識又は路面上の文字等の物体検出処理又は距
離検出処理を行ってもよい。
【０１７２】
　撮像部１２０３１は、光を受光し、その光の受光量に応じた電気信号を出力する光セン
サである。撮像部１２０３１は、電気信号を画像として出力することもできるし、測距の
情報として出力することもできる。また、撮像部１２０３１が受光する光は、可視光であ
っても良いし、赤外線等の非可視光であっても良い。
【０１７３】
　車内情報検出ユニット１２０４０は、車内の情報を検出する。車内情報検出ユニット１
２０４０には、例えば、運転者の状態を検出する運転者状態検出部１２０４１が接続され
る。運転者状態検出部１２０４１は、例えば運転者を撮像するカメラを含み、車内情報検
出ユニット１２０４０は、運転者状態検出部１２０４１から入力される検出情報に基づい
て、運転者の疲労度合い又は集中度合いを算出してもよいし、運転者が居眠りをしていな
いかを判別してもよい。
【０１７４】
　マイクロコンピュータ１２０５１は、車外情報検出ユニット１２０３０又は車内情報検
出ユニット１２０４０で取得される車内外の情報に基づいて、駆動力発生装置、ステアリ
ング機構又は制動装置の制御目標値を演算し、駆動系制御ユニット１２０１０に対して制
御指令を出力することができる。例えば、マイクロコンピュータ１２０５１は、車両の衝
突回避あるいは衝撃緩和、車間距離に基づく追従走行、車速維持走行、車両の衝突警告、
又は車両のレーン逸脱警告等を含むＡＤＡＳ(Advanced Driver Assistance System)の機
能実現を目的とした協調制御を行うことができる。
【０１７５】
　また、マイクロコンピュータ１２０５１は、車外情報検出ユニット１２０３０又は車内
情報検出ユニット１２０４０で取得される車両の周囲の情報に基づいて駆動力発生装置、
ステアリング機構又は制動装置等を制御することにより、運転者の操作に拠らずに自律的
に走行する自動運転等を目的とした協調制御を行うことができる。
【０１７６】
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　また、マイクロコンピュータ１２０５１は、車外情報検出ユニット１２０３０で取得さ
れる車外の情報に基づいて、ボディ系制御ユニット１２０２０に対して制御指令を出力す
ることができる。例えば、マイクロコンピュータ１２０５１は、車外情報検出ユニット１
２０３０で検知した先行車又は対向車の位置に応じてヘッドランプを制御し、ハイビーム
をロービームに切り替える等の防眩を図ることを目的とした協調制御を行うことができる
。
【０１７７】
　音声画像出力部１２０５２は、車両の搭乗者又は車外に対して、視覚的又は聴覚的に情
報を通知することが可能な出力装置へ音声及び画像のうちの少なくとも一方の出力信号を
送信する。図３５の例では、出力装置として、オーディオスピーカ１２０６１、表示部１
２０６２及びインストルメントパネル１２０６３が例示されている。表示部１２０６２は
、例えば、オンボードディスプレイ及びヘッドアップディスプレイの少なくとも一つを含
んでいてもよい。
【０１７８】
　図３４は、撮像部１２０３１の設置位置の例を示す図である。
【０１７９】
　図３４では、撮像部１２０３１として、撮像部１２１０１，１２１０２，１２１０３，
１２１０４，１２１０５を有する。
【０１８０】
　撮像部１２１０１，１２１０２，１２１０３，１２１０４，１２１０５は、例えば、車
両１２１００のフロントノーズ、サイドミラー、リアバンパ、バックドア及び車室内のフ
ロントガラスの上部等の位置に設けられる。フロントノーズに備えられる撮像部１２１０
１及び車室内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部１２１０５は、主として車両１
２１００の前方の画像を取得する。サイドミラーに備えられる撮像部１２１０２，１２１
０３は、主として車両１２１００の側方の画像を取得する。リアバンパ又はバックドアに
備えられる撮像部１２１０４は、主として車両１２１００の後方の画像を取得する。車室
内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部１２１０５は、主として先行車両又は、歩
行者、障害物、信号機、交通標識又は車線等の検出に用いられる。
【０１８１】
　なお、図３４には、撮像部１２１０１ないし１２１０４の撮影範囲の一例が示されてい
る。撮像範囲１２１１１は、フロントノーズに設けられた撮像部１２１０１の撮像範囲を
示し、撮像範囲１２１１２，１２１１３は、それぞれサイドミラーに設けられた撮像部１
２１０２，１２１０３の撮像範囲を示し、撮像範囲１２１１４は、リアバンパ又はバック
ドアに設けられた撮像部１２１０４の撮像範囲を示す。例えば、撮像部１２１０１ないし
１２１０４で撮像された画像データが重ね合わせられることにより、車両１２１００を上
方から見た俯瞰画像が得られる。
【０１８２】
　撮像部１２１０１ないし１２１０４の少なくとも１つは、距離情報を取得する機能を有
していてもよい。例えば、撮像部１２１０１ないし１２１０４の少なくとも１つは、複数
の撮像素子からなるステレオカメラであってもよいし、位相差検出用の画素を有する撮像
素子であってもよい。
【０１８３】
　例えば、マイクロコンピュータ１２０５１は、撮像部１２１０１ないし１２１０４から
得られた距離情報を基に、撮像範囲１２１１１ないし１２１１４内における各立体物まで
の距離と、この距離の時間的変化（車両１２１００に対する相対速度）を求めることによ
り、特に車両１２１００の進行路上にある最も近い立体物で、車両１２１００と略同じ方
向に所定の速度（例えば、０ｋｍ／ｈ以上）で走行する立体物を先行車として抽出するこ
とができる。さらに、マイクロコンピュータ１２０５１は、先行車の手前に予め確保すべ
き車間距離を設定し、自動ブレーキ制御（追従停止制御も含む）や自動加速制御（追従発
進制御も含む）等を行うことができる。このように運転者の操作に拠らずに自律的に走行



(26) JP 2021-40294 A 2021.3.11

10

20

30

40

50

する自動運転等を目的とした協調制御を行うことができる。
【０１８４】
　例えば、マイクロコンピュータ１２０５１は、撮像部１２１０１ないし１２１０４から
得られた距離情報を元に、立体物に関する立体物データを、２輪車、普通車両、大型車両
、歩行者、電柱等その他の立体物に分類して抽出し、障害物の自動回避に用いることがで
きる。例えば、マイクロコンピュータ１２０５１は、車両１２１００の周辺の障害物を、
車両１２１００のドライバが視認可能な障害物と視認困難な障害物とに識別する。そして
、マイクロコンピュータ１２０５１は、各障害物との衝突の危険度を示す衝突リスクを判
断し、衝突リスクが設定値以上で衝突可能性がある状況であるときには、オーディオスピ
ーカ１２０６１や表示部１２０６２を介してドライバに警報を出力することや、駆動系制
御ユニット１２０１０を介して強制減速や回避操舵を行うことで、衝突回避のための運転
支援を行うことができる。
【０１８５】
　撮像部１２１０１ないし１２１０４の少なくとも１つは、赤外線を検出する赤外線カメ
ラであってもよい。例えば、マイクロコンピュータ１２０５１は、撮像部１２１０１ない
し１２１０４の撮像画像中に歩行者が存在するか否かを判定することで歩行者を認識する
ことができる。かかる歩行者の認識は、例えば赤外線カメラとしての撮像部１２１０１な
いし１２１０４の撮像画像における特徴点を抽出する手順と、物体の輪郭を示す一連の特
徴点にパターンマッチング処理を行って歩行者か否かを判別する手順によって行われる。
マイクロコンピュータ１２０５１が、撮像部１２１０１ないし１２１０４の撮像画像中に
歩行者が存在すると判定し、歩行者を認識すると、音声画像出力部１２０５２は、当該認
識された歩行者に強調のための方形輪郭線を重畳表示するように、表示部１２０６２を制
御する。また、音声画像出力部１２０５２は、歩行者を示すアイコン等を所望の位置に表
示するように表示部１２０６２を制御してもよい。
【０１８６】
　以上、本開示に係る技術が適用され得る車両制御システムの一例について説明した。本
開示に係る技術は、以上説明した構成のうち撮像部１２０３１に適用され得る。具体的に
は、図１の撮像装置１００は、撮像部１２０３１に適用することができる。撮像部１２０
３１に本開示に係る技術を適用することにより、画素を微細化して、より見やすい撮影画
像を得ることができるため、ドライバの疲労を軽減することが可能になる。
【０１８７】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の
形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有す
る。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の
実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を
施すことにより具現化することができる。
【０１８８】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、限定されるものではなく、
また、他の効果があってもよい。
【０１８９】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）光電流の対数値に応じた電圧信号を各々が生成する複数の検出画素と、
　前記複数の検出画素のうち、入力された選択信号の示す検出画素の前記電圧信号の変化
量が所定の閾値を超えたか否かを検出する検出回路と
を具備する固体撮像素子。
（２）前記検出回路は、
　前記複数の検出画素のそれぞれの前記電圧信号のいずれかを選択する選択部と、
　前記選択された電圧信号の変化量を求めて出力する微分器と、
　前記出力された変化量と前記閾値とを比較する比較部と
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を具備する前記（１）記載の固体撮像素子。
（３）前記微分器は、前記選択された変化量を保持して前記比較部に出力する
前記（２）記載の固体撮像素子。
（４）前記微分器は、前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量を保持して前記選択さ
れた検出画素に対応する前記変化量を前記比較部に出力する
前記（２）記載の固体撮像素子。
（５）前記複数の検出画素のそれぞれは、
　前記電圧信号を生成する対数応答部と、
　前記生成された電圧信号の変化量を求めて前記検出回路に出力する微分器と
を備える前記（１）から（４）のいずれかに記載の固体撮像素子。
（６）前記検出回路は、前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量のいずれかを選択し
て当該選択した変化量と前記閾値とを比較する比較部を備える前記（５）記載の固体撮像
素子。
（７）前記検出回路は、
　前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量のいずれかを選択する選択部と、
　前記選択された変化量と前記閾値とを比較する比較部と
を備える前記（５）記載の固体撮像素子。
（８）前記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を含み、
　前記検出回路は、
　前記上限閾値と前記変化量とを比較する上限側コンパレータと、
　前記下限閾値と前記変化量とを比較する下限側コンパレータと
を備える前記（７）記載の固体撮像素子。
（９）前記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を含み、
　前記検出回路は、
　前記上限閾値および下限閾値の一方を選択する選択スイッチと、
　前記選択された閾値と前記変化量とを比較するコンパレータと
を備える前記（７）記載の固体撮像素子。
（１０）露光量に応じた画素信号を各々が生成する複数の階調画素をさらに具備する前記
（１）から（９）のいずれかに記載の固体撮像素子。
（１１）前記閾値は、互いに異なる上限閾値および下限閾値を含み、
　前記検出回路は、
　２つの検出画素の一方の前記変化量を選択する上限側セレクタと、
　前記２つの検出画素の他方の前記変化量を選択する下限側セレクタと、
　前記選択された一方の変化量と上限閾値とを比較する上限側コンパレータと、
　前記選択された他方の変化量と上限閾値とを比較する下限側コンパレータと
を備える前記（１）記載の固体撮像素子。
（１２）前記検出回路は、
　互いに異なる検出画素の前記変化量を閾値と比較する複数のコンパレータと、
　前記コンパレータのいずれかの比較結果を選択する選択部と、
　前記選択された比較結果を出力するバッファと
を備える前記（１）記載の固体撮像素子。
（１３）前記複数の検出画素と前記検出回路との一部は、所定の受光チップに配置され、
　前記複数の検出画素と前記検出回路との残りは、所定の検出チップに配置される
前記（１）から（１１）のいずれかに記載の固体撮像素子。
（１４）転送された電荷の量に応じた階調信号を生成する階調信号生成部をさらに具備し
、
　前記複数の検出画素のそれぞれは、
　前記電圧信号を生成する対数応答部と、
　所定の転送信号に従って前記対数応答部から前記階調信号生成部へ前記電荷を転送する
転送トランジスタと
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を備える
前記（１）記載の固体撮像素子。
（１５）前記検出回路は、
　前記複数の検出画素のそれぞれの前記変化量を求めるとともに前記変化量のいずれかを
選択して当該選択した変化量と前記閾値とを比較する比較部と、
　前記比較部の比較結果をアービタおよび信号処理部のいずれかに出力する出力切替回路
と
を備える
前記（１４）記載の固体撮像素子。
（１６）前記比較部は、

　前記変化量のいずれかを前記選択信号に従って選択するセレクタと、
　前記選択された変化量と前記閾値とを比較する閾値比較回路と
を備える前記（１５）記載の固体撮像素子。
（１７）前記変化量が前記閾値を超えたか否かを示す検出信号を調停するアービタをさら
に具備する
前記（１４）から（１６）のいずれかに記載の固体撮像素子。
（１８）前記検出画素の行を順に選択し、前記変化量が前記閾値を超えたか否かを示す検
出信号を出力させる行選択回路をさらに具備する
前記（１４）から（１６）のいずれかに記載の固体撮像素子。
（１９）光電流の対数値に応じた電圧信号を各々が生成する複数の検出画素と、
　前記複数の検出画素のうち、入力された選択信号の示す検出画素の前記電圧信号の変化
量が所定の閾値を超えたか否かを検出する検出回路と、
　前記検出回路の検出結果を示す検出信号を処理する信号処理回路と
を具備する撮像装置。
（２０）複数の検出画素の各々が、光電流の対数値に応じた電圧信号を生成する電圧信号
生成手順と、
　検出回路が、前記複数の検出画素のうち、入力された選択信号の示す検出画素の前記電
圧信号の変化量が所定の閾値を超えたか否かを検出する検出手順と
を具備する固体撮像素子の制御方法。
【符号の説明】
【０１９０】
　１００　撮像装置
　１１０　光学部
　１２０　記録部
　１３０　制御部
　２００　固体撮像素子
　２０１　受光チップ
　２０２　検出チップ
　２１１～２１３、２３１～２３３　ビア配置部
　２２０　受光部
　２２１　共有ブロック
　２４０　信号処理回路
　２５０　駆動回路
　２５１　行駆動回路
　２５２　列駆動回路
　２５３　行選択回路
　２６０アドレスイベント検出部
　２７０　カラムＡＤＣ
　３００　検出画素
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　３０５　検出回路
　３１０　対数応答部
　３１１、３７１　光電変換素子
　３１２、３１３、３１５、３１６、３４７、５１２、５４５、５４７、５４８、６５２
、６５５、６６１、６７４、６７５、６８１、６９２～６９４　ｎＭＯＳトランジスタ
　３１４、３４５、３４６、４１１、５１１、５１３、６５３、６６２、６７１、６７２
　ｐＭＯＳトランジスタ
　３１７　ＯＦＧトランジスタ
　３２０　検出ブロック
　３３０、５４４　バッファ
　３４０　微分器
　３４１、３４３、３５１、３５２、３５５、３５６、６５１、６５４　コンデンサ
　３４２　インバータ
　３４４、３５３、３５４、４３１、５３０、５４３、５５１～５５３、６７３　スイッ
チ
　３６０　転送回路
　３７０　階調画素
　３７２、６２１　転送トランジスタ
　３７３、６３１　リセットトランジスタ
　３７４、６３２　浮遊拡散層
　３７５、６３３　増幅トランジスタ
　３７６、６３４　選択トランジスタ
　４００　選択部
　４１０、４２０　セレクタ
　５００　比較部
　５１０、５２０、５４２　コンパレータ
　５４１　容量
　５４６　ＡＮＤ（論理積）ゲート
　６１１　アービタ
　６３０　階調信号生成部
　６４０　比較部
　６５０　微分回路
　６５６　ＡＮＤ（論理積）ゲート
　６６０　セレクタ
　６７０　閾値比較回路
　６８０　出力切替回路
　６９０　出力回路
　６９１　ラッチ回路
　１２０３１　撮像部
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【図１７】 【図１８】
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【図２５】 【図２６】
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